
 
 
 
 
 
 
 

府民会議メンバーによる鴨川に係る意見発表 
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鴨川府民会議意見 
土居好江 
テーマ 1、鴨川プロジェクトの創設 
    2、鴨川を通した地域間外交と国際交流 
    3、「川の駅」構想について 
 
提言したい意見 
１、鴨川プロジェクト、 
 

鴨川プロジェクトとは、川から京都の歴史や文化を知り、都市の中心を流れ

る川の恵みを再認識して環境問題の切り口とするプロジェクトである。 
イギリスが21世紀に初めに次の千年を考える環境問題のエデンプロジェクト

を創設したように、鴨川から川と自然と人との共生を考えるプロジェクトとし

て、粘土質のドームでできているエデンプロジェクトを、ウォターフロントの

視点から京都メソッドとして、水の環境問題を考えるプロジェクトとしたい。 
鴨川の川床や河川公園、川辺の文化史等、京都の鴨川の文化をイギリスのエ

デンプロジェクトで発信し、川と都市の共生を展示して、エデンプロジェクト

をも発信基地としていくことを提案したい。 
 
またエデンプロジェクト側も京都とのコラボを希望しており、鴨川プロジェ

クトとしてコラボが検討できないかをご提案したい。災害も多くなっている現

在、ウォターフロントの鴨川プロジェクトを早急に立ち上げて、世界、日本の

川等と連携を取ることを提案したい。 
 

2、鴨川を通した市民や地域間外交と国際交流の推進 
 都市の中を流れる川がある都市との連携で、水辺環境の向上や憩いの市民川

広場として、川の文化、歴史、環境問題、川と自然等々の問題解決の糸口を探

る意見交換と連携をはかり、川の持つ意味を問い直す機会としたい。もちろん

専門家や川に関わる関係者とも交流を目指したい。 
 
３、「川の駅」構想について 
 道の駅は、地産地消や郷土名産の売り場と休憩場として存在するが、川の駅

は、公園の休憩場として、公衆トイレも併設して更に市民が鴨川に親しみやす

い環境づくりを提案したい。 
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鴨川府民会議・議題提案           平成２１年９月１日 

 

■  氏 名    細 田 茂 樹 

■  テーマ   「鴨川自然公園への発想転換」 

鴨川河川敷の行き過ぎた人工庭園化（都市公園化）を危惧し、「鴨川自然公園」

への発想の転換を提言します。 
 

■ 提言したい意見 

 京都という大都市を貫流している清流「鴨川」、緑したたる北山山地の大自然

を水源として遥か太古よりこの山城盆地を滔々と流れています。 
しかし、山紫水明の地とうたわれてきて、京都の自然景観を代表していると

も言うべきこの鴨川も、一方では暴れ川としての側面をも持ち合わせており、

氾濫する事により過去幾多の自然災害をもたらしています。 
 このように、大都市を流れ京都市民の素晴らしい憩いの場所としての「清流・

鴨川」、そして放置すれば必ず災害をもたらす「暴れ川としての鴨川」。 
この二つの側面を持つ鴨川のあるべき姿を模索しているのが、この「鴨川府民

会議」の基本テーマであると認識しています。 
 
 この二つの側面を考える過程において、鴨川河川敷を、或いは鴨川そのもの

を「都市公園化」するという考え方があります。 
そして、この鴨川と鴨川河川敷を「都市公園化」するという発想は、現実とし

て着々と進みつつあります。 
この事については、河川敷の有効利用、及び、防災対策という側面からも当然

肯定されるべきと思いますし、その事自体には何の異論もありません。 
 
 しかし、現実問題としての河川敷整備の進捗状況を検証してみる時、余りに

も人間の手が入り過ぎた「人工庭園」となっている事に危惧を覚えます。 
もちろん、防災という観点から、そして市民の憩いの場所としての公園として

整備する事に関しては全く異論をはさむ余地が無いとはいうものの、鴨川とい

う大自然に対する必要以上の「人工庭園化」には少し抵抗を感じます。 
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歴史の都である京都を流れる市民の憩いの場所としての鴨川の、今後の千年、

そして二千年を考える時、「鴨川の都市公園化」は肯定されるとはいうものの、

こわしてしまってはもう二度と戻ってこないであろう「鴨川のすばらしい自然」

は最大限に残すべきと考えます。 
極論かも知れませんが、あの自然に満ち溢れた鴨川が、グランドと芝生のみ

の都市公園にもなりかねない現状を憂えます。 
 

 従って、今後、河川敷の整備・公園化をはかりつつも、「無機質な人工庭園」

ではなく、もっともっとかけがえのない鴨川の自然を残し、一度はこわしてし

まったかも知れない鴨川河川敷の自然も出来うる限り再生し、鴨川の素晴らし

い自然と、そして癒しを求めての人間が調和する「鴨川自然公園」という発想

を、改めて模索すべきと考えます。 
 

その為には、現在の鴨川、そして鴨川河川敷を再度細部に渡って実地検証す

る事により、残すべき鴨川の自然を最大限に活用、或いは人間が消してしまっ

た自然を再生し、人間の憩いと鴨川の自然が正しく調和・融合した、「鴨川都市

公園」ではない、真の意味での「鴨川自然公園」を作るべく、今こそ大きく発

想の転換をはかるべきと考えます。  これこそ、現代に生きる我々が、千年

後の京都市民に胸を張って贈ることの出来る、「自然遺産・鴨川」そのものでは

ないでしょうか。 

                             以 上 
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              提   言        
                            ２００９年０９月０１日（火） 
氏名  堀  正勝 
テーマ  京都 鴨（賀茂）川の「山紫水明」の景観を世界遺産へ 
提言したい意見 
 緑のトンネルの賀茂街道からの鴨（賀茂）川と北山から比叡山、東山への山々の心地好い

景観はまさに山紫水明の景観です。山紫水明の心地好い土地と云う事で選ばれた平安京の地、

その創建時の山紫水明の景観を今だ色濃く残している様に思える貴重な景観です。京都とそ

の文化、建物等はその山紫水明の景観の薫陶を受けて育まれて来たものです。鴨（賀茂）川

の山紫水明の景観は 金閣寺、清水寺、上賀茂神社、下鴨神社等、京都の世界遺産の原点で

す。賀茂街道からの鴨（賀茂）川と北山～東山への山々の心地好い景観も世界遺産たるべき

と思います。世界遺産たるべく、広大な緑のエリアの植物園と一体的に、賀茂街道の緑（乃

至は桜の季節は桜）のトンネルを拡張整備し、堆積した土砂を撤去し、鴨（賀茂）川を水明

の流れとし、河川敷や堤防上を歩いて山紫水明の景観を心地好く愉しめる様に整備、嵐山の

渡月橋以上に京都を味わい愉しめ癒される山紫水明の観光の地と出来たらと思います。 
 従来の京都観光は嵐山、嵯峨、金閣寺、銀閣寺、清水寺等の観光地をバスや車でまわり、

食事は祇園や東山等の有名京料理店で高級京料理を食すと云う、運動不足に、食べ過ぎと体

に良くない観光でした。鴨（賀茂）街道から愉しむ山紫水明の観光は緑（桜の時期は桜）の

植物園を拠点とし、賀茂街道を上流へ、又は下流へと車を使わず、歩いて、ゆっくり山紫水

明の心地好さを愉しみ、お腹が空いたら、賀茂の採れ立て野菜を使ったヘルシ料理を味わう、

地球に優しいエコで、心と体をリフレッシュさせる新しい観光で、何度も京都観光を愉むフ

ァンを増やし、観光収入を増やし、景観と環境の保全も無理なく出来る様にしたい。 
 昨年、鴨（賀茂）川の源流域の調査をさせて頂き、源流域の山が荒れて、土砂が流されて

か、木が多く倒れていた事と雲が畑の源流域の川沿いに産業廃棄物の置場があり、雨などで

は汚染水が地中から川にしみ出したり、溢れて川に流れ込んだりし、鴨（賀茂）川が上流で

汚染されている危険性が高いと危惧された事が今も気になっています。山が荒れて、土砂が

流されると、下流に土砂がたまり、川底が上り、水害の危険性が増します。中州等と云って

いられない状況です。今回の兵庫県佐用町の洪水は１０００年に一度の大雨が原因（？）と

云われていますが、流されて来て堆積した土砂を放置した事が被害を今回の様に大きくした

原因です。堤防の整備は時間と費用は掛かると思いますが、堆積した土砂の撤去は費用も時

間も掛かりません。堆積した土砂の撤去は万全の対策ではありませんが、必要不可欠な対処

です。早急に実施されるべきと思います。上流域の産業廃棄物置き場等は（大）雨で汚染水

を川に流れ込ますと人命にかかわる問題になると危険性があるので、源・上流域の川沿いの

産業廃棄物置場や建設資材置場等の設置を早急に禁止する必要があると思います。１００年

に一度や１０００年に一度が珍しくない昨今です。出来る対策から早急に実施して頂きたい。 
 その源流域の山が荒れたのは、都市に住む我々が 薪を使っていた風呂等を便利だと云っ

てガスや電気に換え、薪を使わないライフスタイルになったのが原因です。山は１０本の苗

木を植えても、９本を間伐し、山の手入れを続けて、３０～５０年後にやっと１本の木が売

れる材木となる。９本の間伐材は薪や炭として売れていたので、林業が成り立っていた。そ

の薪や炭が使われなくなって売れないので、１本の材木が高くせざるを得なくなり、更に売

れなくなる悪循環で、林業が廃れて、山の手入れがされず、山が荒れると、露出した山肌の

土が流出し、根が露出し倒木が多くなり、水が地中に保水されず、地表の汚物と共に山肌を

流れ、川が汚れ、雨が降るとすぐ増水になる。山と川の再生には、林業の復活させ、山を再

生させるしかありません。林業を復活させる為に、間伐材を燃料として利用する新しい方法

をとる必要がある。その一つが間伐材をチップ化し、小規模な火力発電を山の近くで行い、

都市へ送電し、行政も環境保全の一環としてサポートし、都市住民がその電気を高くても優

先的に購入して使えるシステムを確立する事を実現する必要があると思います。 
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